
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

〃

教

育

委

員

会

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

目

次

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

○

政

治

団

体

の

解

散

〃

【

規

則

】

○

岡

山

県

消

費

生

活

セ

ン

タ

ー

規

則

の

一

部

を

改

く

ら

し

安

全

安

心

課

○

資

金

管

理

団

体

の

名

称

等

の

公

表

〃

正

す

る

規

則

○

資

金

管

理

団

体

の

届

出

事

項

の

異

動

〃

【

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

環

境

管

理

課

則

○

第

五

百

十

九

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

の

海

区

漁

業

調

整

委

員

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

開

催

会

【

告

示

】

○

廃

物

と

認

定

す

る

こ

と

が

困

難

な

放

置

自

転

車

港

湾

課

の

処

分

【

公

告

】

○

県

営

土

地

改

良

事

業

換

地

計

画

の

縦

覧

耕

地

課

○

平

成

三

十

年

度

砂

利

採

取

業

務

主

任

者

試

験

の

河

川

課

合

格

者

○

都

市

計

画

の

変

更

案

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

平成３０年１１月３０日 第１２０４７号



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
二
号

岡
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
午
後
五
時
」
を
「
午
後
四
時
三
十
分
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
三
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
環
境
管
理
課
の
部

の
項
１
中
「

1
2

」
を
「

2
6

」
に
改
め

第
条

の
２

第
２

項
第

条
第

２
項

14

る
。別

表
第
三
農
産
課
の
部
６
の
項
１
中
「

」
を
「

1
7

」
に
改
め
、
同
項
２
中
「

1
3

」

第
８

条
第

条
第

条

を
「

2
9

」
に
改
め
る
。

第
条附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
四
号

岡
山
県
快
適
な
環
境
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う

）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
物
と
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
放
置
自
転
車

。

の
処
分
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

放
置
自
転
車
の
車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色
、
数
量
並
び
に
自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

車
輪
の
大
き
さ
及
び
フ
レ
ー
ム
の
色

数
量

自
転
車
防
犯
登
録
番
号
標
等

二
六
イ
ン
チ

銀

一
台

玉
野
Ｈ
〇
七
六
一
二

二
六
イ
ン
チ

ピ
ン
ク

一
台

玉
野
Ｈ
〇
〇
六
三
二

二
六
イ
ン
チ

ベ
ー
ジ
ュ

一
台

岡
山
南
Ｈ
一
九
三
三
九

二
六
イ
ン
チ

黒

一
台

不
明

二
六
イ
ン
チ

紫

一
台

岡
山
南
Ｈ
七
六
四
九
四

二

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
三
十
年
八
月
九
日

三

放
置
さ
れ
て
い
る
場
所

玉
野
市
築
港
一
丁
目
地
先

宇
野
港
フ
ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
北
県
駐
輪
場

四

こ
の
告
示
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
場
合
は
、
一
の
放
置
自
転
車
を
処
分
す

る
。

五

担
当
部
課
名
及
び
連
絡
先

岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
宇
野
港
管
理
事
務
所

玉
野
市
宇
野
一
丁
目
八
番
九
号

電
話
番
号

〇
八
六
三

三
一

三
二
一
一

－
－

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
一
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

地
区
名

井
原
地
区

宇
戸
谷
工
区

二

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書

三

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

四

縦
覧
の
場
所

井
原
市
役
所

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
二
〕
平
成
三
十
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

受
験
番
号一

五

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
三
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
た
め
、
当
該
都
市

計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岡
山
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
道
路

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

倉
敷
市
玉
島
阿
賀
崎
地
内
か
ら
浅
口
市
金
光
町
大
谷
地
内
ま
で

三

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
、
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課
及
び
浅
口
市
産

業
建
設
部
ま
ち
づ
く
り
課

四

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
四
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
を
変
更
す
る
た
め
、

当
該
都
市
計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岡
山
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県

代
表
者

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

岡
山
県
南
広
域
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道

二

都
市
計
画
を
変
更
す
る
土
地
の
区
域

倉
敷
市
水
島
海
岸
通
二
丁
目
の
一
部

三

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課
及
び
倉
敷
市
建
設
局
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
岡
谷
字
上
谷
九
一
六

二
、
九
一
六

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
駅
南
二
丁
目
二
四

一
七
プ
チ
ハ
ウ
ス
Ｄ
棟

－

黒
瀬

年
将

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
八
号

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
拾
ノ
割
六
二
六

一
〇
、
六
二
六

一
一
、
六
二
六

一
二

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
九
三
五

二
リ
バ
ー
サ
イ
ド
早
島
Ｂ
二
〇
二

－

浅
越

啓
介

浅
越

美
貴

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
〇
号

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

多
機
能
赤
外
分
光
分
析
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
大
熊

岡
山
市
南
区
大
福
三
七
八
番
地
一

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

三
六

八
九
二

八
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

七
三
二

八
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
八
月
十
七
日

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
八
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ス
ク
ー
ル
バ
ス
（
車
椅
子
利
用
無
し
）

三
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
月
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

岡
山
三
菱
ふ
そ
う
自
動
車
販
売
株
式
会
社

岡
山
市
中
区
兼
基
二
七
番
地
の
一

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

六
九

〇
一
二

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五

一
一
二

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
九
月
七
日

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
五
九
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ス
ク
ー
ル
バ
ス
（
車
椅
子
利
用
有
り
）

三
台

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
月
十
八
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

岡
山
三
菱
ふ
そ
う
自
動
車
販
売
株
式
会
社

岡
山
市
中
区
兼
基
二
七
番
地
の
一

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

七
〇

〇
九
二

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五

一
九
二

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
九
月
七
日

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



〔
五
六
〇
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岡
山
県
立
学
校
及
び
教
育
機
関
で
使
用
す
る
電
気

使
用
予
定
電
力
量
七
六
、
六
四
九
、
六
六
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
（
三
年
間
）

二

納
入
期
間

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
教
育
庁
財
務
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
立
造
船
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
住
之
江
区
南
港
北
一
丁
目
七
番
八
九
号

六

落
札
金
額

一
、
一
六
八
、
七
三
四
、
九
八
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
八
六
、
五
七
二
、

九
六
一
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
三
十
年
十
月
九
日

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

て
設
け
ら
れ
る
支
部

自
由
民
主
党
岡
山
県
岡
山
市
第
二
十
六
支
部

岡

崎

隆

村

上

孝

次

岡
山
市
東
区
瀬
戸
町
笹
岡
一
二
八
四

三

○

平
成
三
〇
・
一
〇
・
一
五

－

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

岡
山
県
の
発
展
を
考
え
る
会

高

田

有

美

高

田

有

美

倉
敷
市
北
畝
五

一
七

五
二

平
成
三
〇
・
一
〇
・
一
〇

－
－

平
元
道
隆
後
援
会

平

元

道

隆

平

元

智

子

岡
山
市
南
区
豊
成
三

二

二
六

〃

一
〇
・
一
六

－
－

宮
崎
ま
さ
お
岡
山
県
後
援
会

重

森

計

己

片

岡

郁

雄

〃

中
区
八
幡
東
町
一
六

五

〃

一
〇
・

五

－

森
本
宏
子
後
援
会

森

本

宏

子

森

本

由

彦

玉
野
市
永
井
一
九
八
二

一

〃

一
〇
・
一
六

－

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

立
憲
民
主
党
岡
山
県
連
合

高

井

崇

志

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
野
田
三

五

八
安
井
ビ
ル
二
〇

岡
山
市
北
区
野
田
二

七

一
二

一
〇
一

平
成
三
〇
・
一
〇
・
一
五

－
－

－
－

－

三
号

〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

羽

場

頼
三
郎

井

上

信

也

〃

〃

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

坪
井
と
も
こ
応
援
す
る
会

大

原

天
津
夫

平
成
三
〇
・
一
〇
・
二
五

Ｔ
Ｋ
Ｃ
平
沼
赳
夫
政
経
研
究
会

神

﨑

信

輔

〃

八
・
三
一

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）
の
氏
名

平

元

道

隆

岡
山
市
議
会
議
員

平
元
道
隆
後
援
会

岡
山
市
南
区
豊
成
三

二

二
六

平
成
三
〇
・
一
〇
・
一
六

－
－

森

本

宏

子

玉
野
市
議
会
議
員

森
本
宏
子
後
援
会

玉
野
市
永
井
一
九
八
二

一

〃

〃

－

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

藤

原

健

補

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

千

田

昌

寛

千
田
ま
さ
ひ
ろ
後
援
会

公
職
の
種
類

倉
敷
市
議
会
議
員

岡
山
県
議
会
議
員

平
成
三
〇
・
一
〇
・
一
八

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号



◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
六
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
十
九
回
岡
山
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

平
成
三
十
一
年
一
月
二
十
五
日
（
金
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

岡
山
県
の
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

第
二
号
議
案

海
面
区
画
漁
業
権
の
免
許
に
つ
い
て

第
三
号
議
案

漁
業
許
可
の
有
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て

第
四
号
議
案

関
係
各
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て

平成３０年１１月３０日　岡山県公報　第１２０４７号


